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岡山市介護老人保健施設創設整備事業者募集要項 
 
１ 募集の趣旨 

「岡山市第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」に基づき、介護老人保健施設の創設整備

事業者を選定するために行うものです。 
 
２ 募集内容 
（１）開設年度  平成２９年度 
（２）整備施設 

定員８０人のユニット型介護老人保健施設の創設整備を、２施設、計１６０床予定する。 

     あわせて居宅サービスの基盤整備を図るため、通所リハビリテーションを行うとともに、定期

巡回・随時対応型訪問介護看護サービスを行うこと。 

（３）整備条件 
①岡山市が定めた年度内に介護老人保健施設を開設すること（開設日は各月１日付け）。 
②介護老人保健施設の開設から６ヶ月以内に「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」を実施す

ること。 
＊注１：定期巡回・随時対応型訪問介護看護の開始手続き等については、岡山市事業者指導課訪問通所事業者係

（086-212-1013）に相談すること。 

＊注２：定期巡回・随時対応型訪問介護看護が未整備の中学校区（平成２７年４月１日現在）においてサービスを提供する

場合は選定基準上で加点があります。（未整備の中学校区：①北区[岡北・京山・香和・御津・建部] ②中区[東山・高島・

操南・富山・竜操] ③東区[旭東・上南・西大寺・山南・上道・瀬戸] ④南区[灘崎・福浜・福南・光南台]） 

（４）対象区域 

区域 施設数 床数 総床数 

市内全区 ２施設 各８０床 １６０床 

（５）整備用地 

①整備用地は、原則、自己所有であること。応募現在、整備用地を取得予定の場合は、土地売

買確約書等により取得が確実であること。 

②整備用地が借地又は地上権の設定により確保する場合は、賃借権等設定確約書の締結により

借地が確実であること。また、整備事業者として選定された場合は、借地について、借地権

等の登記を必須とします。 

③整備用地は岡山市による整備施設の決定の前日において、下記の危険区域等に指定されてい

ないこと。 

 (ｱ)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第９条の規定による

「土砂災害特別警戒区域」 

 (ｲ)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第７条の規定による

「土砂災害警戒区域」 

 (ｳ)急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第３条の規定による「急傾斜地崩壊危険

区域」 
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 (ｴ)地すべり等防止法第３条の規定による「地すべり防止区域」 

 (ｵ)砂防法第２条の規定による「砂防設備を要する土地又はこの法律により治水上砂防の為

一定の行為を禁止若は制限すべき土地」 

 (ｶ)土砂災害危険箇所 

 (ｷ)山地災害危険地区 

 （６）その他 

用地の開発、造成及び施設建設にあたっては、都市計画法、建築基準法、宅地造成等規制法、

農地法など、各種法令等の規制を受けないものであるか、規制の解除が確実なものであること。 
 
３ 応募資格 
（１） 介護保険施設の経営に知識を有し、高齢者医療、看護、介護に関する事業の知識を有してい

る医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者であること。 
（２) 法人またはその代表者が次の事項に該当しないこと。 

①法律行為を行う能力を有しない者 
②破産者で復権を得ない者 
③暴力団員を代表者または役員に含む者 
④地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項（同項を準用する場

合を含む。）の規定により、岡山市における一般競争入札等の参加を制限されている者 
⑤地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項の規定による指定の取り

消しを受けたことがある者 
⑥岡山市指名停止基準に基づく指名停止期間中の者 
⑦国税又は地方税を滞納している者 

 
４ 補助金について 

岡山市が交付する補助金はありません。 
 
５ 選定基準等について 

「岡山市社会福祉法人設立認可及び社会福祉施設整備等審査会」において、書類審査による第一次

審査、第一次審査通過者による第二次審査（法人ヒアリング）を行い、第一次審査及び第二次審査の

合計点数により整備事業者を選定します。 

  ①第一次審査通過者とは、以下の２つの基準をクリアした施設とする。 
・「岡山市介護老人保健施設創設整備事業者選定基準(書類審査）」必須項目(項目１～９)におい

て、全項目とも１点以上であること。 

・「岡山市介護老人保健施設創設整備事業者選定基準(書類審査）」審査項目(項目１０～２２)に

おいて、各項目の採点合計が審査項目配点合計の７割以上あること。 

  ②第二次審査の通過条件として、審査項目全項目とも審査委員平均値で２点以上あることとする。 
 

６ 応募の手続き等 
（１）応募説明会 
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①開催日時：平成２７年７月１０日（金） 午前１０時３０分から 

②開催場所：岡山市北区鹿田町一丁目１番１号 保健福祉会館４階 こころの健康相談室 

③申込方法：下記期限までに募集要項に添付の「応募説明会参加申込書」を岡山市保健福祉

局事業者指導課まで、持参、郵便又はファックスで提出してください。 

提出期限：平成２７年７月８日（水） 

（２）応募受付期間 

       平成２７年７月１３日（月） ～ 平成２７年１０月２日（金） 

午前９時～午後５時まで（土日祝を除く）  期限厳守 

 （３） 事前協議 
     応募書類提出前の事前協議は必須です。平成２７年８月１０日（月）までに初回の事前協議 

を行ってください。 
（４）応募書類提出先 

    岡山市保健福祉局事業者指導課 施設係 

（岡山市北区大供三丁目１番１８号 ＫＳＢ会館４階 電話（086）212-1014） 

（５）応募書類提出方法 
提出書類は、電話連絡の上、直接持参してください。 
郵便、ファックス、電子メール等による提出は受け付けません。 

 
  ※ なお、応募について、応募説明会への参加は必須ではありませんが、極力参加していただきま

すようお願いします。また、提出に必要な書類や様式については、応募説明会でお渡しする予定

です。 
 

７  応募に当たっての留意事項 

（１）関係法令、関係基準・通知及び関係市条例・規則を承知の上で応募すること。 

（２）提出書類等に虚偽の記載があった場合は失格とします。 

（３）提出期限後の書類の追加提出、差し替え等はお受けできません。 

（４）応募要件等を満たしていないと認められる場合は、審査は行いません。 

（５）応募に関わる経費は全て応募者の負担とします。 

（６）提出書類の著作権は、応募者に帰属します。ただし、事業者決定の公表で必要な場合には、提

出書類の内容を、無償で使用できるものとします。 

なお、提出された書類については、理由の如何にかかわらず返却しません。 

（７）応募法人やその関係者から、本件事業について、審査委員や本市職員に対し、個別に接触した

場合、その他市民の疑惑や不信を招くような行為等があった場合は失格とします。 

 

８ 選定結果の通知及び公表 
応募者に対し、選定結果を通知します。決定した事業者（法人）名については、事業者指導課のホー

ムページにて公表します。 
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９ 事業スケジュール(予定） 
・審査期間        平成２７年１１月～平成２７年１２月  
・対象施設決定      平成２７年１１月～平成２７年１２月 


